
企画競争実施に関する公示  

 

令和  8年  4月  20日 

 

下記のとおり企画提案書の提出を招請します｡ 

 

独立行政法人  国際交流基金  

契約担当職        

理事   古屋  昌人   

 

記 

 

１．業務概要  

（１）業務名：令和 8 年度  国際交流基金日本語試験センター業務に  

おける生成 AI 導入可能性検証業務  

（２）業務内容：公示日以降に配布する仕様書の通り  

（３）契約期間（※）：契約締結日（令和 8 年 6 月 1 日予定）から  

令和 8 年 8 月 31 日まで  

（４）契約金額：上限金額（税込み）： 15,090,718 円  

本件業務に係る一切の経費を含む。右金額の範囲を超える提案

は無効とする。  

（５）契約の相手方の決定方法：  

企画競争とし、応募者から提出される企画提案書について書類

審査、およびプレゼンテーション審査により総合的な評価を行っ

た上で、契約相手方の交渉順位を決め、上位者から順に交渉を行

い、合意に達した者と契約を締結する。  

 

２．参加資格  

（１）国際交流基金会計細則第16条又は第18条の規定に該当しない者であること。  



 

 

（２）令和7・8・9年度の競争参加資格（全省庁統一資格）において「役務の提供等」

のA又はB等級を有する者であること 

全省庁統一資格および申請手続き等については下記ウェブサイトを参照のこと。

（独立行政法人国際交流基金（以下「JF」という。）では競争参加資格審査ならび

に登録手続きを行っていないので注意すること）。 

     ※統一資格審査申請・調達情報検索サイト 

https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101 

（３）JFから指名停止にされている期間中の者でないこと。 

（４）JFとの契約に関して過去1年において債務不履行、納期遅滞等を起こしたことが

なく、適正な契約の履行が確保される者であること。 

（５）契約の履行に当たり、前号に掲げる者を代理人、支配人、その他の使用人又は 

入札代理人として使用する者でないこと。 

（６）ISMS 認証（ISO27001）を取得していること 

（７）過去5年以内に以下ア～ウの全ての受注実績を有すること。 

 ア．本件業務と同等規模の生成AIの導入検証業務の実績を有する者であること。 

 イ．生成AIを用いた情報システムの構築実績があること。 

 ウ．Microsoft Copilotの導入支援の実績があること。 

（８）その他、仕様書「５．業務実施体制・方法」記載事項の要件を満たす者である

こと。 

 

３．企画競争説明書・仕様書等の交付方法及び質問の受付 

（１）交付方法： 

交付希望者は、JF指定の「機密保持誓約書」（本件公告とともにJFウェブサ

イト上に掲出）に必要事項を記入ならびに捺印し、その誓約書のJFへの提出を

＜会計細則  抜粋＞  

 

第 16 条  契約担当職は、特別の理由がある場合を除 くほか、当該契約を締結する能力を有

しない者及び破産者で復権を得ない者を会計規程第 23 条に定める一般競争及び会計

規程第 24 条に定める指名競争 （以下「競争 」 という。） に参加させることができない。  

第 18 条  契約担当職は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後 2

年間競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用す

る者についても、また同様とする。  

（ １ ）契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは

数量に関して不正の行為をした者  

（ ２ ）公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るた

めに連合した者  

（ 3）落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者  

（ 4）監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

（ 5）正当な理由がなくて契約を履行しなかった者  

https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101


以て、本件関連書類一式をファイル添付のうえ電子メールにて交付する。申し

込みは、下記６．の連絡先まで電子メールにて請求すること。 

（２）申し込み期間： 

令和8年4月20日（月）～ 令和8年5月1日（金）（正午締切） 

（３）本企画競争に関する質問： 

企画競争説明書を参照すること。令和8年5月7日（木）17時までに、下記６．

の宛先に電子メールで質問事項を送付すること。質問への回答は、令和8年5月

12日（火）17時までに本件企画競争参加者全員にBccでメール送信する。 

なお、質問受付締切り後の異議申し立ては認めない。 

 

４．説明会（参加任意） 

次のとおり説明会を行い、参加は任意とする。 

（１）日時：令和8年4月30日（木）11時00分～12時00分  

（２）場所：JFが指定する日時・場所（東京都新宿区四谷）。詳細は対象者に個別に 

連絡する。 

（３）説明会に参加を希望する者は、令和8年4月28日（火）正午までに下記６．の連

絡先に電子メールにて参加申込みを行うこと（会社名、担当者名、連絡先を明

記すること）。1社からの参加人数は2名までとする。 

 

５．企画提案書の提出 

（１）提出を求める書類：企画競争説明書を参照すること。 

（２）提出期限：令和8年5月14日（木）（正午必着） 

（３）提出方法： 

下記６．の宛先に、郵送又は持参で提出すること（宅配便/バイク便の利用

可）。ファックスによる提出は受理しない。郵送又は持参時の外装には朱書き

にて『令和8年度国際交流基金日本語試験センター業務における生成AI導入可

能性検証業務 企画競争提出書類在中』と記載すること。持参する場合は、必

ず事前に電子メールにて下記６．宛てに訪問予定日時を連絡し、了解を得たう

えで持参すること。 なお、郵送又は持参に加え、企画提案書と経費概算見積

書については、電子メールにて提出期限までに下記６．宛てに、別途PDFデー

タを送付すること。 

（４）提出先：下記６．のとおり。 

（５）評価基準・審査方法等：企画競争説明書を参照すること。 

（６）企画提案書プレゼンテーション審査： 

JFが指定する日時・場所で、企画提案内容の概要に関するプレゼンテーショ 

ンを求める。詳細は対象者に個別に連絡する。予定は次の通り。 



ア．日時：令和8年5月18日（月）時間未定 

イ．時間：１参加者あたり40分程度（準備・プレゼンテーション：20分、 

質疑応答：20分）。ただし、参加者数の多寡により変更があり得る。 

ウ．場所：オンライン（詳細は個別に連絡する） 

（７）審査結果通知  

令和 8 年 5 月 25 日（月）（予定）までに書面にて通知する。  

 

６．担当部署及び連絡先  

独立行政法人国際交流基金日本語試験センター  

担当：吉田  

住所：〒 160-0004 東京都新宿区四谷四丁目 3 番  

電子メールアドレス： jlpt@jpf.go.jp  

電話： 03-5367-1021 

※土・日・祝祭日を除く平日 9 時 30 分～ 18 時  

※電子メールで連絡する際は、会社名、担当者名、電話番号、

電子メールアドレス等の連絡先を必ず明記すること。  

 

７．その他  

（１）書類等の作成及び手続きにおいて使用する言語は日本語、通貨は

日本国通貨に限る。  

（２）上記５．（２）の提出期限までに適正な全ての書類の提出が無かっ

た団体・個人は、本件委嘱先に選定される資格を失うものとす

る。  

（３）提案書類等の作成及び提出に要する費用は提出者側の負担とす

る。また、提出のあった提案書類等は採否にかかわらず返却しな

い。  

（４）本件企画競争に参加したことにより知り得た非公開情報について

は、第三者に提供・開示しないこと。  

（５）契約保証金：免除  

（６）契約書作成の要否：要  

（７）企画提案書に関するプレゼンテーションの有無：有  

（８）提案の無効：本公告に示した競争参加資格のない者による提案書

及び参加者に求められる義務を履行しなかった者の提出した提案

書は無効とする。  

（９） JF の主要な業務及び事業の改廃などやむを得ない事情が生じた場

合には、当該事情に応じて、本契約の全部又は一部の解除等も含



め、本契約の変更等を行うことがある。  

（１０）その他詳細は企画競争説明書による。  

 

以上  

  



 

＜独立行政法人と一定の関係を有する法人との契約に係る情報の公表について＞ 

 

独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本

方針」（平成 22年 12月 7日閣議決定）において、独立行政法人と一定の関係を有す

る法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引

等の状況について情報を公開するなどの取り組みを進めるとされています。 

これに基づき、以下のとおり当基金との関係に係る情報を当基金のホームページで

公表することとしますので、所要の情報の提供及び情報の公表に同意の上で、応札

もしくは応募又は契約の締結を行っていただくよう、ご理解とご協力をお願い致し

ます。 

なお、公告案件への応札もしくは応募又は契約の締結をもって所要の情報の提供及

び情報の公表に同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 

 

１．公表の対象となる契約先 

 次の何れにも該当する契約先 

（1）当基金において役員を経験した者が再就職している法人、又は当基金にお

いて課長相当職以上の職位を経験した者が役員等として再就職している法人 

（2）当基金との年間取引高が、総売上高又は事業収入の 3分の 1 以上を占めて

いる法人。 

２．公表する情報 

（1）法人の名称 

（2）法人の事業概要 

（3）当該在職者の法人における役職 

（4）当該在職者の当基金における最終役職 

（5）直近の会計年度における取引高 

（6）法人の総売上高又は事業収入において当基金との取引高の占める割合が「3

分の 1 以上 2 分の 1 未満、2 分の 1 以上 3 分の 2 未満、3 分の 2 以上」の何

れに該当するか 

３．提供していただく情報 

（1）契約締結日に在職している当基金在職経験者に係る情報（人数、現在の職名

及び当基金における最終職名） 

（2）契約締結日の直近の財務諸表（総売上高又は事業収入の記載があるもの） 

４．公表日 

  契約締結日の翌日から起算して 72日以内（4月 1日から 4月 30日までの間

に締結した契約については 93日以内） 

以 上 

 


